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論壇
Ⅰ
�
事
業
承
継
税
制
の
成
立
の
経
緯

過
去
２０
年
間
に
お
い
て
経
営

者
の
平
均
年
齢
は
約
５２
歳
か
ら

約
５７
歳
へ
と
高
齢
化
が
進
ん
で

い
る
。
ま
た
、
２０
年
前
に
は
後

継
者
の
約
９４
％
（
子
息
に
限
れ

ば
約
８０
％
）
が
親
族
だ
っ
た
も

の
が
、
昨
今
で
は
約
６２
％
（
子

息
に
限
れ
ば
約
４２
％
）
へ
と
減

少
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
標

は
、
全
企
業
数
の
９９
・
７
％
、

雇
用
の
約
７
割
を
占
め
る
中
小

企
業
に
後
継
者
が
現
れ
ず
に
経

営
者
の
年
齢
が
年
々
上
昇
し
て

い
る
こ
と
、
更
に
、
親
族
の
中

か
ら
後
継
者
が
現
れ
に
く
く
な

っ
て
い
る
と
い
う
現
況
を
示
し

て
い
る
（
注
１
）
。

こ
の
よ
う
に
親
族
へ
の
円
滑

な
事
業
承
継
が
困
難
に
な
っ
て

い
る
状
況
に
際
し
て
、
中
小
企

業
庁
で
は
、
平
成
１７
年
１０
月
、

事
業
承
継
に
係
る
知
識
や
ノ
ウ

ハ
ウ
の
蓄
積
・
体
系
化
（
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
策
定
）
及
び
現
行

制
度
に
係
る
課
題
の
抽
出
を
目

標
と
し
て
、
中
小
企
業
基
盤
整

備
機
構
を
事
務
局
に
「
事
業
承

継
協
議
会
」
を
発
足
さ
せ
た
。

事
業
承
継
協
議
会
か
ら
は
平

成
１８
年
６
月
に
「
事
業
承
継
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
公
表
さ
れ
、

事
業
承
継
を
進
め
る
た
め
の
指

針
が
示
さ
れ
た
。
さ
ら
に
平
成

１９
年
６
月
に
は
同
協
議
会
の

「
事
業
承
継
税
制
検
討
委
員

会
」
及
び
「
相
続
関
連
事
業
承

継
法
制
等
検
討
委
員
会
」
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
中
間
報
告
が
公
表
さ

れ
、
事
業
承
継
に
お
け
る
相
続

税
法
及
び
民
法
上
の
問
題
点
と

そ
の
解
決
の
た
め
の
方
向
性
が

示
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
平
成
２０
年

５
月
に
「
中
小
企
業
に
お
け
る

経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す

る
法
律
」（
以
下
「
経
営
承
継
円

滑
化
法
」
と
い
う
。
）
が
成
立

し
、
１０
月
（
民
法
の
遺
留
分
特

例
に
係
る
部
分
は
平
成
２１
年
３

月
）
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

あ
わ
せ
て
、
平
成
２１
年
度
税

制
改
正
に
お
い
て
「
事
業
承
継

税
制
（
非
上
場
株
式
等
に
係
る

相
続
税
・
贈
与
税
の
納
税
猶
予

制
度
）
」
が
創
設
さ
れ
、
平
成

２０
年
１０
月
１
日
以
降
の
相
続
に

遡
っ
て
（
贈
与
に
つ
い
て
は
平

成
２１
年
４
月
１
日
以
降
に
つ
い

て
）
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。こ

れ
ら
の
施
行
に
よ
り
、
事

業
承
継
の
局
面
に
お
い
て
具
体

的
に
発
生
し
て
い
る
次
の
よ
う

な
問
題
に
つ
い
て
、
一
定
の
解

決
策
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。

�

非
後
継
者
に
自
社
株
式
や

事
業
用
資
産
が
分
散
し
か
ね

な
い
民
法
上
の
制
約
（
均
分

相
続
、
遺
留
分
）

�

世
代
交
代
に
よ
る
信
用
力

低
下
を
理
由
と
す
る
事
業
承

継
時
の
資
金
調
達
の
困
難
性

�

事
業
承
継
に
際
し
て
の
多

額
の
（
相
続
）
税
負
担

以
下
、
�
の
事
業
承
継
税
制

に
つ
い
て
、
論
述
す
る
。

Ⅱ
�
事
業
承
継
税
制
の
概
要

１
�
相
続
税
の
納
税
猶
予
制
度

非
上
場
会
社
を
経
営
し
て
い

た
被
相
続
人
（
遺
贈
者
を
含

む
。
）
か
ら
相
続
又
は
遺
贈
に

よ
り
そ
の
会
社
の
株
式
等
を
取

得
し
た
親
族
が
、
そ
の
会
社
の

経
営
を
承
継
す
る
場
合
、
経
済

産
業
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ

と
を
条
件
に
、
そ
の
者
が
納
付

す
べ
き
相
続
税
額
の
う
ち
、
相

続
等
に
よ
り
取
得
し
た
議
決
権

株
式
等
（
相
続
開
始
前
か
ら
既

に
保
有
し
て
い
た
議
決
権
株
式

等
を
含
め
て
、
そ
の
会
社
の
発

行
済
議
決
権
株
式
等
総
数
の
３

分
の
２
に
達
す
る
ま
で
の
部
分

に
限
る
。
）
に
係
る
課
税
価
格

の
８０
％
に
対
応
す
る
相
続
税
の

納
税
を
猶
予
し
、
そ
の
相
続
人

の
死
亡
等
一
定
の
事
由
に
該
当

し
た
場
合
に
免
除
す
る
と
い
う

制
度
で
あ
る
。

２
�
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度

非
上
場
会
社
の
経
営
者
か
ら

贈
与
に
よ
り
そ
の
会
社
の
株
式

等
を
取
得
し
た
親
族
が
、
そ
の

会
社
の
経
営
を
承
継
す
る
場

合
、
経
済
産
業
大
臣
の
認
定
を

受
け
る
こ
と
を
条
件
に
、
そ
の

贈
与
に
よ
り
取
得
し
た
議
決
権

株
式
等
（
受
贈
前
か
ら
既
に
保

有
し
て
い
た
議
決
権
株
式
等
を

含
め
て
、
そ
の
会
社
の
発
行
済

議
決
権
株
式
等
総
数
の
３
分
の

２
に
達
す
る
ま
で
の
部
分
に
限

る
。
）
に
係
る
贈
与
税
の
納
税

を
猶
予
し
、
そ
の
贈
与
者
又
は

受
贈
者
の
死
亡
等
一
定
の
事
由

に
該
当
し
た
場
合
に
免
除
す
る

と
い
う
制
度
で
あ
る
。

こ
の
生
前
贈
与
株
式
等
は
、

贈
与
者
の
死
亡
時
に
、
受
贈
者

が
贈
与
時
の
評
価
額
で
贈
与
者

か
ら
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
も

の
と
み
な
し
て
相
続
税
の
課
税

価
格
に
算
入
さ
れ
る
が
、
受
贈

者
は
、
こ
の
生
前
贈
与
株
式
等

に
係
る
相
続
税
に
つ
き
前
記
１

の
「
相
続
税
の
納
税
猶
予
制

度
」
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

３
�
適
用
要
件

以
下
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が

あ
る
。

�

相
続
等
・
贈
与
前
の
計
画

的
な
取
組
み
に
つ
い
て
の
確

認
�

被
相
続
人
・
贈
与
者
の
筆

頭
株
主
要
件
（
確
認
時
、
代

表
時
、
死
亡
時
）

�

後
継
者
の
要
件

�

対
象
会
社
の
要
件

原
則
と
し
て
、
中
小
企
業
基

本
法
で
定
め
る
中
小
企
業
と
同

じ
で
あ
り
、
上
場
会
社
、
大
会

社
、
医
療
法
人
、
風
俗
営
業
会

社
、
資
産
保
有
型
会
社
、
資
産

運
用
型
会
社
等
の
会
社
に
つ
い

て
は
、
適
用
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

�

５
年
間
の
事
業
継
続
要
件

申
告
期
限
か
ら
５
年
の
間

に
、
一
定
の
事
由
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
納

税
猶
予
が
取
り
消
さ
れ
、
猶
予

税
額
の
全
額
に
利
子
税
を
加
え

て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

�

５
年
経
過
後
の
要
件

申
告
期
限
か
ら
５
年
経
過
後

に
、
一
定
の
事
由
に
該
当
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
納

税
猶
予
が
取
り
消
さ
れ
、
猶
予

税
額
に
利
子
税
を
加
え
て
納
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ⅲ
�
事
業
承
継
税
制
の
改
正
点

１
�
平
成
２２
年
度
改
正

・

対
象
会
社
に
直
接
又
は
間

接
に
株
式
を
保
有
さ
れ
て
い
る

特
別
関
係
会
社
が
外
国
会
社
の

場
合
は
、
対
象
会
社
に
つ
い
て

常
時
使
用
従
業
員
数
が
５
人
以

上
で
あ
る
こ
と
。

・

非
上
場
株
式
の
価
額
か
ら

外
国
会
社
と
一
定
の
医
療
法
人

の
株
式
等
相
当
額
を
除
外
し
て

納
税
猶
予
と
さ
れ
る
相
続
税
・

贈
与
税
の
計
算
を
す
る
。
等

２
�
平
成
２３
年
度
改
正

・

風
俗
営
業
会
社
等
に
該
当

し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ

る
特
別
関
係
会
社
の
範
囲
に
つ

い
て
、
生
計
を
一
に
し
な
い
親

族
等
が
株
式
等
を
直
接
又
は
間

接
に
保
有
す
る
場
合
を
除
外
す

る
。
す
な
わ
ち
、
生
計
を
一
に

す
る
親
族
等
が
風
俗
営
業
会
社

等
の
株
式
等
を
一
定
以
上
直
接

又
は
間
接
に
保
有
し
て
い
る
場

合
は
、
対
象
会
社
に
つ
い
て
納

税
猶
予
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

平
成
２３
年
度
税
制
改
正
は
、

紆
余
曲
折
の
上
、
そ
の
一
部
が

「
現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
及

び
雇
用
情
勢
に
対
応
し
て
税
制

の
整
備
を
図
る
た
め
の
所
得
税

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」
と
し
て
６
月
２２
日
に
成
立

し
た
。

２２
年
度
改
正
が
課
税
当
局
サ

イ
ド
か
ら
の
改
正
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
２３
年
度
改
正
は
、
適

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
非
上
場

企
業
か
ら
『
「
特
別
子
会
社
」

に
係
る
認
定
要
件
に
つ
い
て
、

親
族
の
範
囲
が
広
範
囲
に
わ
た

る
た
め
、
親
族
の
現
況
を
判
断

す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ

る
こ
と
や
、
親
族
内
の
問
題
に

基
因
す
る
制
度
上
の
リ
ス
ク
を

包
含
し
て
い
る
こ
と
が
活
用
の

支
障
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
範
囲
の
見
直
し
等
の
適
正

化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
』（
注

２
）
と
の
声
が
上
が
っ
た
こ
と

に
対
応
し
た
改
正
で
あ
る
こ
と

が
特
徴
で
あ
る
。

Ⅳ
�
事
業
承
継
税
制
の
課
題

事
業
承
継
税
制
の
利
用
件
数

は
、
平

成
２３
年
６
月

末

現

在

で
、
事
前
確
認
２
１
０
３
件
、

贈
与
税
の
認
定
９６
件
、
相
続
税

の
認
定
２
９
７
件
で
あ
る
。
漸

増
し
て
い
る
も
の
の
、
中
小
企

業
が
５３
・
５
万
社
（
中
小
企
業

か
ら
小
規
模
企
業
を
除
い
た
社

数
）
、
そ
の
う
ち
３
割
が
黒
字
企

業
で
あ
る
と
し
て
約
１６
万
社
あ

る
状
況
か
ら
考
え
る
と
利
用
件

数
は
氷
山
の
一
角
に
過
ぎ
な
い

（
注
３
）
。

事
業
承
継
税
制
の
利
用
件
数

が
少
な
い
理
由
と
し
て
、
認
定

申
請
時
の
適
用
要
件
、
適
用
後

の
事
業
継
続
要
件
が
厳
し
す
ぎ

る
と
い
う
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。私

見
と
し
て
は
、
次
の
よ
う

な
点
に
つ
い
て
、
改
正
す
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
（
注
４
）
。

�

相
続
税
・
贈
与
税
共
通
の

措
置

�
農
地
等
の
納
税
猶
予
制
度

と
の
整
合
性
を
図
り
、
累
進
税

率
の
高
い
部
分
か
ら
適
用
す
る

�
５
年
間
の
事
業
継
続
要
件

の
緩
和

	
後
継
者
の
「
先
代
経
営
者

の
親
族
で
あ
る
こ
と
」
要
件
を

廃
止
し
、
親
族
外
承
継
に
も
適

用
で
き
る
よ
う
に
す
る

�

相
続
税
の
措
置

�
納
税
猶
予
税
額
の
現
行
の

８
割
か
ら
１０
割
へ
の
引
き
上
げ

�
納
税
猶
予
取
り
消
し
時
の

延
納
・
物
納
の
選
択
措
置
の
創

設�

贈
与
税
の
措
置

�
納
税
猶
予
取
り
消
し
時
の

相
続
税
精
算
課
税
の
選
択
措
置

の
創
設

（
参
考
資
料
）

（
注
１
）
事
業
承
継
協
議
会
「
事

業
承
継
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（
注
２
）
日
本
商
工
会
議
所
「
平

成
２３
年
度
事
業
承
継
円
滑
化
に

資
す
る
税
制
改
正
に
関
す
る
意

見
」

（
注
３
）
中
小
企
業
庁
「
中
小

企
業
白
書
２
０
１
１
年
版
」

（
注
４
）
日
本
商
工
会
議
所
「
平

成
２４
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る

意
見
」
を
参
考

事
業
承
継
税
制
の
問
題
点
を
検
証
す
る

玉越賢治
【麹町】
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